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はじめに

当社の入札・契約制度は、2005(平成17)年10月の会社設立以降、関係法令である「入契適
正化法」や「品確法」等を基本に、透明性・公正性の確保の他、技術に裏付けされた「価格
と品質が総合的に優れた調達」を実現するために、技術開発・技術管理を主体とする技術部
門と調達部門による「調達の最適化」に取り組むべく、入札・契約制度（調達制度）を継続
的に改善を実施しています。
※入契適正化法＝公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

品確法＝公共工事の品質確保の促進に関する法律

当社における調達サイクル

しゅん功

入札方式:原則、一般競争
評価方法:①価格による評価

②価格と技術力による評価

工事管理設計・積算 入札・契約

工程管理
品質管理
安全管理

しゅん功検査
成績評定

契約制限価格の算出
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１．入札契約方式の選択 ～構成要素～

(1)契約方式 (2)競争参加者の
設定方法

(3)落札者の
選定方法

(4)支払方式

◆契約の対象とす
る業務及び施工の
範囲の設定方法

◆契約の相手方を選定
する際の候補とする者
の範囲の設定方法

◆契約の相手方の候補
とした者から、契約の
相手方とする者を選定
する方法

◆契約の対価を
支払う方法

総価
契約方式

（施設工事）

総価単価
契約方式

（土木工事）

一般競争入札

拡大型指名競争入札

随意契約

指名競争入札

条件付一般競争入札

公募型プロポーザル方式

自動落札方式

総合評価落札方式

価格

価格
＋
技術

技術提案・交渉方式 技術

詳細設計付
工事発注方式

設計・施工
分離発注方式

設計・施工
一括発注方式

設計段階から施工者
が関与する方式
（ECI方式）

NEXCO東日本における入札契約方式の構成要素
～工事に応じて、これらの4要素の組み合わせにより調達を実施～
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○入札契約方式は、発注方式、競争参加者の設定方法、落札者の決定方式、支払方式の組み合わせ

発注方式

詳細設計付き工事発注方式
（橋梁上部工工事）

設計・施工分離発注方式
（NEXCOの標準）

支払方式

総価契約方式
（施設工事）

総価単価契約方式
（土木工事）

落札者の決定方式

自動落札方式

総合評価落札方式
（技術提案評価型）

総合評価落札方式
（工事実績評価型）

価格で
決定

価格＋
技術で
決定

橋梁上部工

入札不調が発生
している工種

発注方式 競争参加者の設定方法 支払方式落札者の決定方式

詳細設計付き工事発注方式

設計・施工分離発注方式

条件付一般競争入札

拡大型指名競争入札

総合評価方式
（工事実績 ｏｒ 技術提案）

自動落札方式

総価単価契約方式

総価単価契約方式

競争参加者の設定方法

一般競争入札

拡大型指名競争入札

随意契約

指名競争入札（原則実施しない）

条件付一般競争入札

WTO工事 設計・施工分離発注方式 一般競争入札
総合評価落札方式
（技術提案評価型）

総価単価契約方式

入札前価格交渉方式 ： 入札参加者の見積りを契約制限価格に反映させる方式。すべての入札方式に組合せが可能

一般的な工事 設計・施工分離発注方式 条件付一般競争入札
総合評価落札方式
（工事実績評価型）

総価単価契約方式

１．入札契約方式の選択 ～組合せ～

77

設計段階から施工者が関与す
る方式（ECI方式） 技術提案・交渉方式 技術で

決定公募型プロポーザル方式

最適な仕様・条件を
設定しがたい

設計段階から施工者が関与
する方式

公募型プロポーザル方式 技術提案・交渉方式 総価単価契約方式

組合せ例
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１．入札契約方式の選択 ～契約方式による分類～

契約方式 競争参加者の選定方式

設計・施工分離発注
（通常の発注）

設計者 プロポーザル方式

施工者 総合評価落札方式

詳細設計付工事発注方式
（橋梁上部工、床版取替工事）

設計者 プロポーザル方式

施工者 総合評価落札方式

設計段階から施工者が
関与する方式

（設計・施工分離）

設計者 プロポーザル方式

施工者 技術提案・交渉方式
（技術協力・施工タイプ）

設計段階から施工者が
関与する方式

（設計・施工一体）

設計者 ※設計者による基本設計等を
必要に応じて実施

施工者 技術提案・交渉方式
（設計交渉・施工タイプ）

概略設計／
基本設計 詳細設計 施工

技術協力 施工

施工詳細設計

施工

施工詳細設計

基本設計

契約方式による分類（設計と工事の関係）
～設計・施工の分離発注を原則としつつ、難易度の高い工事などでは、設計段階から施工
者が関与する方式を採用～

基本設計
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NEXCO東日本における競争参加者の設定方法の概念図（工事）

契約制限価格 競争契約《原則》 随意契約

WTO基準額
（Ｈ30・31年度）

22.9億円

一般競争入札（WTO適用） 特定随意契約
（申込委託）

緊急随意契約

特命随意契約

250万円

条件付
一般競争入札

拡大型
指名競争入札 （指名競争入札）

0円
簡易型競争入札

（入札不調対策）
発注時に、設定した競争参
加資格要件（指名基準）を
満たす者を全者指名すると
ともに、指名業者以外も競
争参加可能なように公募す
る方式

１．入札契約方式の選択 ～競争参加者の設定方法～
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10

１．入札契約方式の選択 ～落札者の決定方法～
工事の難易度や事業の喫緊性などに応じた契約方式を選択

工事発注

工事の難易度
特殊要件

公募型プロポーザル方式
技術提案・交渉方式

拡大型指名競争
（+入札前価格交渉）

工事規模
や繰返し等

一般競争入札

計画（設
計）の熟度

難易度:通常、特殊要件:なし

難易度:高い 又は 特殊要件:あり
（仕様の確定が困難、施工条件が複数選択可能、詳細調査が必要 等）

なし

繰返し
or大規模

先発工事に比べ
後続工事の計画熟度が低い

熟度が高く、
複数の工事が存在

入札不調の
恐れ

高くない

高い

自動落札方式
（価格競争）

総合評価落札方式
（価格＋技術競争）

技術提案・交渉方式
（技術競争）

一般競争入札
異工種工事

一般競争入札
継続契約方式



２．工事の参加要件 ～競争参加資格～

NEXCO東日本の発注工事の競争に参加するには、「競争参加資格審査」の
「認定」が必要です。

■「平成31・32年度競争参加資格審査」の申請方法（随時受付）■「平成31・32年度競争参加資格審査」の申請方法（随時受付）

ホームページ ⇒ https://www.e-nexco.co.jp/bids/info/quarification/31322.html

毎月15日までに受領した申請を翌月第1営業日認定（予定）とし、平成32年12月15日
（火）まで受付（予定）

※申請をご希望の方は、ホームページ『平成31・32年度競争参加資格審査（随時受付）の
ご案内と申請様式』をご確認の上、書留郵便等の追跡可能な郵送手段にて申請願います。
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２．工事の参加要件 ～工事種別と募集等級①～

工事種別 主な工事内容 発注規模
(契約制限価格（税込み）) 募集等級※1 建設工事の種類

（建設業法の工種）

土木工事

道路の土木構造物のうち土構造物（のり
面保護を含む。）、トンネル、コンク
リート構造物（橋梁上部工は除く。）の
新設、改築、改良（耐震補強対策を含
む。）、災害復旧、特定更新（トンネル
インバート設置・覆工補強、のり面のグ
ラウンドアンカー工・脆弱岩対策、排水
機能強化など）に係る工事

50億円以上 Ns、
Ns又はNの2者JV・3者JV

土木一式工事、
とび・土工・コンク
リート工事

22.9億円以上 50億円未満 Ns又はN、
Ns又はNの2者JV

16億円以上 22.9億円未満 A、AA、
AB ※2

13億円以上 16億円未満 A、AA、
AB、AC ※2

5億円以上 13億円未満 B、BB、
BC ※2

5億円未満 C 

ＰＣ橋上部工工事道路の新設に係るＰＣ橋上部工工事

50億円以上 Ns、
Ns又はNの2者JV・3者JV

土木一式工事
22.9億円以上 50億円未満 Ns又はN、

Ns又はNの2者JV

3億円以上 22.9億円未満 A

3億円未満 A、B

鋼橋上部工工事 道路の新設に係る鋼橋上部工工事

50億円以上 Ns、
Ns又はNの2者JV・3者JV

鋼構造物工事
22.9億円以上 50億円未満 Ns又はN、

Ns又はNの2者JV

5億円以上 22.9億円未満 A

5億円未満 A、B

※１:競争参加資格の区分等又は共同企業体の構成員組合せ
※２:JV構成員がB等級の場合の出資額は、請負代金額のうち13億円未満とし、

JV構成員がC等級の場合の出資額は、請負代金額のうち5億円未満とする。 12



２．工事の参加要件 ～工事種別と募集等級②～

工事種別 主な工事内容 発注規模
(契約制限価格（税込み）) 募集等級※ 建設工事の種類

（建設業法の工種）
土木補修工事 道路の土木構造物のうち土構造物（のり

面保護を含む）、トンネル、橋脚及びカ
ルバートボックスなどコンクリート構造
物（橋梁上部工は除く。）の維持修繕に
係る工事（他の工事種別に属する工事は
除く｡）

50億円以上 Ns、
Ns又はNの2者JV・3者JV

土木一式工事、
とび・土工・コンク
リート工事

22.9億円以上 50億円未満 Ns又はN、
Ns又はNの2者JV

舗装工事 道路の舗装（床版防水工を含む）の新設、
改築、改良、災害復旧、特定更新、維持
修繕に係る工事

舗装工事

橋梁補修工事 道路橋（ＰＣ橋または鋼橋）の上部工、
鋼製橋脚、橋梁付属物工の改築、改良、
災害復旧、特定更新（床版の取替・全面
打替、桁の補強、表面被覆など）、維持
修繕に係る工事

土木一式工事、鋼構造
物工事

22.9億円未満 等級なし
（単体の競争参加資格）

塗装工事 鋼橋等の塗装工事（維持修繕に係る塗替
塗装工事を含む｡）

塗装工事

道路付属物工事 道路の交通安全施設（防護柵、立入防止
柵、落下物防止柵など）、遮音壁、防雪
柵、道路標識、トンネル内装板などの新
設、改築、改良、維持修繕に係る工事

土木一式工事、
とび・土工・コンク
リート工事、
鋼構造物工事

※１:競争参加資格の区分等又は共同企業体の構成員組合せ
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２．工事の参加要件 ～工事種別と募集等級③～
適用
2019年4月～

50億

22.9億
WTO基準額

13億

5億

3億 C

Ns、N
NN※1

Ns
NN※1、NNN※2

土木工事

B
BB、BC※3

※1:Ns又はNで構成する
2者JV

※2:Ns又はNで構成する
3者JV

※3:JV構成員の請負代
金額の出資額
Bは13億円未満
Cは 5億円未満

Ns、N
NN※1

Ns
NN※1、NNN※2

PC上部工

B

A

Ns、N
NN※1

Ns
NN※1、NNN※2

鋼上部工

B

A

Ns、N
NN※1

Ns
NN※1、NNN※2

土木補修、舗装、
橋梁補修、塗装、

道路付属物

等級区分
なし
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16億
A、AA、

AB、AC※3

A、AA、
AB※3

A、AA、
AB、AC※3



２．工事の参加要件 ～施工実績等の例～

（条件付）一般競争入札の工事においては、施工実績（企業・配置技術者※）
を設定（同種工事の施工実績。過去15年間を標準）

工事種別 主たる工事内容 求める実績（企業） 例

土木工事
切盛土工 土工量（「施工掘削量又は切土量」又は「施工盛土量又は埋

戻し量」の大きい方）が●万ｍ3以上ある道路土工工事

耐震補強工事 道路橋下部工の耐震補強を実施した工事

舗装工事 舗装補修工事 舗装の施工面積が●万ｍ2以上ある高速道路又は高速道路以外
の自動車専用道路の排水性舗装(高機能舗装を含む)工事

ＰＣ上部工工事 上部工工事 ○○工法により最大支間⾧●●ｍ以上あるPC（PRC）××橋
を架設した道路橋の工事

鋼上部工工事 上部工工事
・鋼鈑桁橋又は鋼箱桁橋の工場製作
・○○工法により最大支間⾧●●ｍ以上ある鋼△桁を架設し
た道路橋の工事

橋梁補修工事
床版取替工事

道路橋においてコンクリート床版の新設若しくは取替を行っ
た工事（コンクリート床版は、場所打ち床版、プレキャスト
床版を問わない）

はく落対策工事 コンクリート構造物のコンクリートのはく落対策を実施した
工事

※契約締結後の配置要件
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３．入札不調等への対応

拡大型指名競争入札 入札前価格交渉方式

手続の流れ

・資材等の急激な高騰など価格変動が著しい工事
・特殊な施工条件下の工事
・機器製作が主体となる工事
・入札不調となる恐れの高い工事
（実勢価格との乖離に対応）

手続の流れ

入札参加者の見積書を反映した
契約制限価格の設定を行う方式

発注時に、設定した競争参加資格
要件（指名基準）を満たす者を
全者指名するとともに、指名業者以
外も競争参加可能なように公募す
る方式

入札不調等への対応として、下記取組みなどを実施
◆競争参加資格要件の緩和（技術者の配置要件緩和）

配置予定技術者の資格及び工事の経験を、事前に提出する競争参加要件とせず、契
約締結後の配置要件としています

◆入札契約方式の工夫（下図参照）
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 低入札価格調査制度の概要

■低入札調査基準価格の設定
当社が発注する工事では、次に示すとおり低入札調査基準価格を設定しています。

【概要】
落札予定者の入札価格が調査基準価格（適正な履行がなされない恐れがあると認められ

る価格）を下回る額である場合に、その入札価格の妥当性について調査を行うものです。

４．低入札価格調査

低入札調査基準価格
調査基準価格は、次の①から④に示す額の合計額とする
①直接工事費 ×97％
②共通仮設費 ×90％
③現場管理費 ×90％
④一般管理費等×55％

合計額が工事価格対象額に 10分の9 を乗じて得た額を超える場合 ⇒ 10分の9.2を乗じて得た額
合計額が工事価格対象額に 10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合 ⇒ 10分の7.5を乗じて得た額

※落札予定者の入札価格が、工事価格対象額に 10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、重点調査
の対象となる。
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 低入札価格調査の流れ

①入札・開札

②低入札調査対象の判断

③数値的判断基準に基づく調査

④低入札価格調査資料提出要請

⑤調査資料の提出
WTO対象工事等 （④の要請から平日７日以内）
WTO対象工事等以外（④の要請から平日３日以内）

⑥数値的判断基準以外の基準に基づく調査

契 約

低入札以外

低入札対象調
査
失
格
（
又
は
協
議
不
調
）

単価協議

②落札予定者の決定

単価協議後の単価表の提出
（単価協議後の低入札価格調査資料の提出）

総価単価契約の場合

総価単価契約の場合

単価協議

単価協議後の単価表の提出

総価単価契約の場合

総価単価契約の場合

協
議
不
調

４．低入札価格調査

18
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5．入札公告の掲載 発注見通し公表の充実
発注見通しについて、各年度４回（４月、７月、１０月、１月）
公表を実施

公表内容として、発注支社・事務所名、入札方式、工種、工事名、工事箇
所、工期、工事概要、入札公告等予定時期、入札予定時期を記載

①ここを
選択

②ここを
クリック

19

③ここを
クリック



５．入札公告の掲載
当社の入札公告や契約情報は、当社ＨＰ（調達・お取引）から、随時検索、

閲覧できます。 【公告日毎の表示】
https://www.e-nexco.co.jp/

「調達情報」タブを選択

↓下にスクロール
「入札公告を掲載しました」を
クリックするとその日付の新着
情報を表示

20



５．入札公告の掲載
当社の入札公告や契約情報は、当社ＨＰ（調達・お取引）から、随時検索、

閲覧できます。 【件名や契約方法、地域での検索】
https://www.e-nexco.co.jp/

①ここを
選択

②ここを
クリック

③検索ウィンドウ
で検索

※契約方法や地
域をしての検索が
可能

21
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総合評価落札方式の内容



１．総合評価落札方式の概要 ・・２５

２．評価値等 ・・２６

３．技術評価タイプと配点 ・・２７

４．評価項目及び配点 ・・２８

５．評価項目の内容 ・・２９

６．施工体制確認型（併用） ・・３２

総合評価落札方式の内容 ～目次～
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１．概要

【施工体制確認型】 併用
（低入札価格調査の対象となることが多い工事等）

技術提案評価型 工事実績評価型
（技術的工夫の余地が大きい工事） （技術的工夫の余地が小さい工事）

or

契約制限価格の範囲内で入札された価格に基づく「価格評価点」と
技術提案書等に基づく「技術評価点」を総合的に評価することによ
り、落札者として決定する方式

総合評価落札方式のタイプ総合評価落札方式のタイプ

25



価格評価点＝ 式①×０．５ ＋ 式②×０．５

式①＝価格評価点の配点×（１－（
入札価格－調査基準価格

）２）＋定数
契約制限価格－調査基準価格

なお、入札価格が調査基準価格を下回る価格である場合は、「価格評価点の配点＋定数」を付与する。

式②＝価格評価点の配点×（１－（
入札価格－重点調査価格

）２）＋定数
契約制限価格－重点調査価格

なお、入札価格が重点調査価格を下回る価格である場合は、「価格評価点の配点＋定数」を付与する。

■価格評価の方法

合計１００点
技術評価点

価格評価点 定数
技術評価点 施工体制評価点

技術提案評価型
（施工体制確認型）

３０点
（２０点）

－
（１０点） ３０点 ４０点

工事実績評価型
（施工体制確認型）

２０点
（２０点）

－
１０点

２０点
（３０点）

６０点
（４０点）

■工事の技術評価と価格評価の配点（標準） ■評価値の概念図
技術提案評価型（技術３０点・価格３０点の例）

２．評価値等

26



３．技術評価タイプと配点

価格評価点 技術評価点
定数（評価値を100とするための定数）

40点
評価点
30点 30点

0 40 70 100

■技術提案評価型・・ 技術的工夫の余地がある工事において、民間企業の優れた技術力を活用することによる当該工事のコスト縮
減、ライフサイクルコストを含む総合的なコスト縮減、工事目的物の性能・機能、工事中における安全対策・
交通の確保・環境の維持、工期の短縮等を目的として、当社があらかじめ指定する範囲についての施工方法等
（標準案）に対し競争参加者に技術提案の提出を求め、その内容に基づき技術評価を行う方法

■工事実績評価型・・技術的工夫の余地が小さい工事において、施工の確実性及び優良企業へのインセンティブ付与に期するため
に、同種工事の実績や同種工事の成績や表彰実績等に関する技術資料の提出を求め、その内容に基づき技術評
価を行う方法

技術提案評価型

価格評価点 技術評価点
定数（評価値を100とするための補正定数）

60点
評価点
20点 20点

0 60 80 90 100

価格評価点 技術評価点
定数（評価値を100とするための補正定数）

80点
評価点
10点 10点

工事実績評価型（実績Ⅰ型）

工事実績評価型（実績Ⅱ型）

■施工体制確認型・・
（併用）

低入札価格調査の対象となることが多い工事種別又は工事内容で、特に適切な施工体制を確保する必要があ
る工事について、開札結果に応じて入札者に対し施工体制等を確認するための資料の提出を求め、ヒアリング
を行った結果を評価し、技術提案評価型、工事実績評価型で得られた技術評価と合算により評価を行う方法。

価格評価点 技術評価点
定数（評価値を100とするための定数）

40点
評価点
30点

30点
①(20点) ②(10点)

0 40 60 70 80 100

価格評価点 技術評価点
定数（評価値を100とするための定数）

60点
評価点
20点

20点
①(10点) ②(10点)

※施工体制確認型の場合の技術評価点は、①技術資料に基づき行う評価による「技術評価点」と②入札価格に応じ
て施工体制資料に基づき行う評価による「施工体制評価点」の合計点を当該工事の「技術評価点」とする。

実績Ⅰ型・・施工計画を求めて企業の能力を評価する工事
実績Ⅱ型・・施工計画上の課題が少ない工事

施工体制確認型併用
（技術提案型、実績Ⅰ型）

施工体制確認型併用
（実績Ⅱ型）

27
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４．評価項目及び配点

評価項目

条件付一般競争 一般競争
工事実績評価型 技術提案評価型

実績Ⅱ 実績Ⅰ 提案Ⅱ 提案Ⅰ

技術提案 20（10）
※22（12） 30（20）

施工計画立案能力 簡易な施工計画 8
※ 10

施
工
の
確
実
性

企業

同種工事実績の成績評定 4 4 4（4）
同一工種の表彰実績 2 2 2（2）

品質・環境・安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの取得状況 2 2

技術者 同種工事実績の成績評定 2
※ ―

2（2）
※ ―

施工の円滑性 災害復旧 2 2 2（2）
小計 10 20 30（20） 30（20）

施工体制
品質確保の実効性 （5） （5） （5） （5）

施工体制確保 （5） （5） （5） （5）

小計 （10） （10） （10） （10）
合計 ( )は施工体制確認型を併用する場合 10（20） 20（30） 30（30） 30（30）

ウエイト 価格:技術 1:1(1:1) 1:1(1:1) 1:1(1:1) 1:1(1:1)

■技術評価タイプに応じた評価項目及び配点の標準例

※ : 配置予定技術者を契約履行要件とした場合
28



５．評価項目の内容

■技術提案
当該工事の設計図書等において示す標準案に対し、下表により技術提案を求める評価項目（項目・小項目）を設定すること。提出さ

れた技術提案に基づいて採否及び評価点の付与を行う。
設定する評価項目数 配点

技術提案を求める評価項目数は２項
目又は１項目とする

評価項目を２項目設定する場合は、各評価項目の配点の合
計値が、技術評価の区分により示される技術提案の配点と
なるよう設定する

設定する
評価項目の

内 容

項 目 小 項 目

総合的なコスト ①ライフサイクルコスト ②当該工事のコスト縮減

性能・機能等 ③性能・機能（○○）

社会要請
④環境の維持 ⑤交通の確保
⑥特別な安全対策 ⑦省資源・リサイクル

自由設定項目 ⑧自由設定項目

■施工計画立案能力
簡易な施工計画の記載を求め、適切で確実な施工を行う能力を確認することを目的としており、設計図書に示す仕様を満たす施工を確
保するために、課題に対する着目点と施工方法を記載するもので、必要以上の資機材の追加や、必要な能力以上の施工機械への変更な
ど、仕様を超える施工計画を求めるものではない。

設定するテーマ数 配点
施工計画を求めるテーマ数は２テー
マ又は１テーマとする

施工計画を求めるテーマを２テーマ設定する場合は、各
テーマの配点の合計値が、技術評価の区分により示される
簡易な施工計画の配点となるよう設定する

■技術提案評価型

29



５．評価項目の内容
■同種工事の工事成績

■同一工事種別等における表彰実績等

■工事実績評価型

評価基準 評価点
評価点 = 配点

(4点） × (同種工事実績の工事成績評定点-70) × 係数
a

0～4
点

20
・評価点の算定値は小数第4位以下を切り捨てとする。

係数 a  同種工事の発注機関及び受渡し時期

同種工事実績の受渡し
が過去5年以降(※1)で
ある場合

同種工事実績の受渡しが過
去6年以前(※2)でかつ過
去10年(※3)以降の場合

① 同種工事実績がNEXCO東日本、
NEXCO中日本,又はNEXCO西日本の
発注工事

1.0 0.5

② 同種工事実績が上記①以外の公的
機関の発注工事 0.5 0.25

③ 上記①②に該当しない 0.0 摘

要

※1 過去5年以降とは当該工事の入札公告日

が属する年度の前年度から起算して過去

5年前の4月1日以降のことをいう

※2 過去6年以前とは同上の3月31日以前の

ことをいう

※3 過去10年以降とは当該工事の入札公告日

が属する年度の前年度から起算して過去

10年前の4月1日以降のことをいう

入札公告へは「令和○年4月1日」と基準とな

る日を和暦の年月日で記載する

評価基準 ／ 評価点

表彰時期
表彰対象

表彰日が過去5年以降
(※1)である場合

表彰日が過去6年以前
(※2)でかつ過去10年
(※3)以降の場合

① NEXCO東日本の社⾧表彰（工事種別を問
わない）、支社⾧による優秀工事等の表彰実
績

2点 1点

② NEXCO東日本の事務所⾧による優秀工事
等の表彰又は支社⾧による功労表彰（工事種
別を問わない）の実績

1点 0.5点

③ 上記に該当しない 0点 30



５．評価項目の内容
■品質、環境、労働安全衛生マネジメントシステムの取得状況

■災害時の協力実績（緊急災害復旧工事の施工実績）

■工事実績評価型

摘

要

※1 過去5年以降とは当該工事の入札公告日

が属する年度の前年度から起算して過去

5年前の4月1日以降のことをいう

※2 過去6年以前とは同上の3月31日以前の

ことをいう

※3 過去10年以降とは当該工事の入札公告日

が属する年度の前年度から起算して過去

10年前の4月1日以降のことをいう

入札公告へは「令和○年4月1日」と基準とな

る日を和暦の年月日で記載する

評価基準 ／ 評価点

品 質 管 理 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム
（ISO9001）、環境マネジメントシステ
ム（ISO14001）又は労働安全衛生マネジ
メ ン ト シ ス テ ム （ COHSMS も し く は
OHSAS18001）の取得状況

① 左記のマネジメントシステム
を２つ以上取得している。 2点

② 左記のマネジメントシステム
を１つ取得している。 1点

③ 左記のマネジメントシステム
を取得していない。 0点

評価基準 ／ 評価点

① NEXCO東日本への過去5年以降(※1)の災害協力実績である場合 2点

② NEXCO東日本への過去6年以前(※2)でかつ過去10年(※3)以降の災害協力実
績である場合 等（※4） 1点

① 災害協力実績がない。又は過去11年以前の災害協力実績 0点

※４ 災害応急復旧業務に関する協定締結者
を評価する場合がある
（入札公告（説明書）で確認願います） 31



６．施工体制確認型（併用）
■施工体制確認型の運用 入札・開札後の手続きフロー

32
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開札日の翌日

要請から3日

資料の内容

技術審議会③又は④

競争参加資格等審査委員会③又は④

落札予定者の決定

施工体制
評価点

不適

不適

不適

品質確保の実効性

施工体制確保の確実性

合計

５点

５点

提出あり

 確保されていると

 判断

確保されていない
と判断

「施工体制確認」の手続きフロー（標準例）

入札・開札

契約制限価格を上回る 調査基準価格を上回る 調査基準価格を下回る

入札価格が無効

提出なし

施工体制確認資料提出要請

１０点

２点

２点

４点

適切な施工体制



技術提案・交渉方式の概要
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１．取組事例の紹介（設計交渉・施工タイプ）

技術提案・交渉方式
（設計交渉・施工タイプ）

調査・計画
／設計者

施工者

調査・計画 概略設計 基本設計 詳細設計 施工

設計 施工

⇒最適な仕様を設定できない場合や仕様の前提となる条件の確定が困難な場
合等に、発注者の要求を最も的確に満たす技術提案を公募し、最適な技術提
案を採用し、提案を踏まえて仕様・価格を決定する方式

施工業者をプロポーザル方式で選定
①床版取替工事の各施工ステップにおける設計方針、実施
体制
②床版取替工事に伴う交通規制日数の短縮のための工夫

北陸道 高瀬川橋床版取替工事北陸道 高瀬川橋床版取替工事

施工予定者が設計段階で参画することで、渋滞を回
避する施工計画が設計に反映でき確実な工事施工が
可能
（JCTランプを活用し、半断面施工することで対面通行
を削減し渋滞を回避）

至)東京
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２．取組事例の紹介（技術協力・施工タイプ）

技術提案・交渉方式（技術協
力・施工）

調査・計画／
設計者

施工者

調査・計画 概略設計 基本設計 詳細設計 施工

技術協力 施工

⇒最適な仕様を設定できない場合や仕様の前提となる条件の確定が困難な場
合等に、設計業務と並行して施工予定者が技術協力（施工計画等）を行い、設
計業務にその検討結果を反映させる方式

新潟支社阿能川橋で採用（国土交通省で多く採用実績あり）

施工業者をプロポーザル方式で選定
①一定規模の工事の施工実績（橋梁修繕工事・交通規制）
②技術協力業務の理解度、損傷状況への所見と調査の提案、伸
縮装置の補修工法の提案能力に対する留意点で評価

施工予定者が設計段階で参画することで、実現性の高い施
工計画が設計に反映でき確実な工事施工が可能

※ECI・・・Early Contractor Involvement

出典：国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン

国道157号犀川大橋 橋梁補修工事（1.4億）国道157号犀川大橋 橋梁補修工事（1.4億）
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 技術提案・交渉方式は、仕様の確定が困難な工事に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉により
仕様を確定し、契約制限価格を定めることを可能とする落札者選定方式

【改正品確法（Ｈ26.6施行）に規定され、国土交通省でガイドライン制定】
 技術協力・施工タイプの場合、施工者が調査・設計に対する技術協力を行い、建設コンサルタント

の行う詳細設計へ施工者の知見の反映や、不確定要素への対処が可能

３．技術協力・施工タイプの詳細

当社の工事に導入することで、下記
を期待

 施工者のノウハウや優れた技術を反
映した、確実かつ合理的な設計

 設計完了から工事着手までの期間短
縮や、工事実施時の工事内容の変更
の削減
（工事実施時の工事変更手続きや協議を
低減でき、効率化に寄与）

導入効果のイメージ（工事着手・完了時期の比較）

設計者

施工者

発注者

設計者

施工者

発注者

通
常

設計業務 三者協議

工事発注
（技術提案）

（三者協議）

（

技
術
協
力
・
施
工
タ
イ
プ
）

技
術
提
案
・
交
渉
方
式

設計業務

技術協力業務
（技術提案）

技術協力・
見積り（工事）

施工

発注図書作成 優先交渉者選定
設計者・施工者

の調整
費用の妥当性検討

監督・検査

追加工事

関係機関協議・発注
図書作成

三者協議 監督・検査

施工契
約

成
果
物
提
出

契
約

変
更

契
約

契
約

成
果
物
提
出

協
定

技術提案・交渉方式

（技術協力・施工タイプ）

通常の工事

期待される

効果
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阿能川橋 橋長 648m（上り線）

位置図

損傷状況
床版下面
（鈑桁部）

コンクリートのひび割れ

床版下面
（トラス桁部）

コンクリートのひび割れ

（参考）技術協力・施工タイプ 採用事例

工事名 関越自動車道 阿能川橋床版取替工事

工事箇所 関越自動車道 水上IC～湯沢IC間

入札公告日 平成30年12月11日

工事の概要 床版取替 約 7.0千m２

橋脚補強 約 25基

技術協力の概要 阿能川橋における施工計画検討

 事例の少ない鋼トラス桁の床版取替であり、床版取替時の応力分布や挙動の把握を反映した施工方
法等に専門的なノウハウ・工法等の活用を図る
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（参考）手続きの流れ
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技
術
提
案
書
の
提
出 

技術協力業務

の実施 

手
続
開
始
の
公
示 

ヒ
ア
リ
ン
グ 

優
先
交
渉
権
者
の
選
定 

技
術
評
価 

技
術
協
力
業
務
契
約 

基
本
協
定
の
締
結 

価
格
等
の
交
渉 

工
事
契
約
（
随
契） 

Ａ Ｄ 

（別発注）設計業務 

設計・価格等の協議 
Ｃ 

※ 

Ｂ 

技
術
審
議
等 

※発注者を介し、技

術協力（提案）を反映

した設計業務を実施 

項目 内容
【Ａ】
優先交渉権者の選定

技術提案（事業課題への理解度や提案能力や対応力）について、ヒアリングの結
果も含め審査・評価し、技術評価の最も高い者を優先交渉権者として選定

【Ｂ】
技術協力業務の実施

優先交渉権者は、技術協力業務において、技術提案内容に基づく施工計画や工法、
必要な技術資料を提案（提出）する。提案は、発注者・設計者と適用協議を行い、
発注者を介して設計業務に反映する。

【Ｃ】
設計・価格等の協議

技術協力業務実施中に、設計者が行う設計の内容及び施工条件を基に、優先交渉
権者から工事費見積書・見積条件書を適宜提出させ、発注者において評価及び協
議を実施する。

【Ｄ】
価格等の交渉

設計業務の成果及び設計・価格等の協議を踏まえた設計図書（発注図・仕様書）
に基づき優先交渉権者に見積依頼を行い、提出された見積を基に価格等の交渉を
行う交渉結果を基に、妥当性が確認されたのち、契約制限価格を設定する。

※設計交渉・施工タイプの場合は、Ｂにおいて実施設計を実施

※技術協力・施工タイプの例



４．技術提案・交渉方式の今後の適用

出典:発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会
建設生産・管理システム部会（平成30 年度 第2 回）

今後、リニューアル工事の進展に従って、仕様の確定が困難、施工条件が複数
選択可能、詳細調査が必要等の工事が増えることから、橋梁補修工事などへの
適用拡大を検討
適用拡大には、WTO基準額未満における手続き期間の短縮等も合わせて検討
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その他の入札方式の紹介



１．高速道路リニューアルプロジェクトへの異工種工事の導入

１－１．異工種工事の導入目的 ・・４３

１－２．工事規制の削減イメージ ・・４４

１－３．（参考）異工種工事のイメージ ・・４５

２．継続契約方式 ・・４７

その他の入札方式の紹介 ～目次～
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１－１．異工種工事の導入目的

リニューアルプロジェクト事業においては、対面通行規制や昼夜連続車線規制に
よる『床版取替工事』や『トンネル補強工事』（インバート設置工事や覆工補強
工事等）を全国で施工

対面通行規制や昼夜連続車線規制等は、施工箇所の前後の交通条件に応じて設定
するため、工事の施工延⾧に比べ比較的⾧くなる傾向がある

対面通行規制や昼夜連続車線規制は、社会的影響も大きいため事前広報を実施
各高速道路では、更新必要箇所が点在しており、効率的な施工方法の検討が必要
交通への影響を最小限とするため、一度の規制において複数の工事を実施するこ

とが重要

■効率的な施工のために～お客さまへの影響を最小限に!

複数の異なる工事を、一つの工事として契約することで、下記の効果を期待
 同じ区間での繰り返しの対面通行規制や昼夜連続車線規制を削減
 受注者による効率的な工事管理や安全管理の実施
 契約事務手続きを省力化
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従来の計画
 個別にリニューアル工事を発注

 各年度で同じ区間で繰り返し工事
規制が発生

■Step 1

■Step 2

異工種工事による計画
 リニューアル工事を複数集約して

発注（異工種工事）
 一度の規制で効率的に工事実施

■Step 1

■なし

対面通行がなく、安全に走行可能

橋梁床版取替 橋梁床版取替トンネル補強

トンネル補強

１－２．工事規制の削減イメージ
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１－３．（参考）異工種工事のイメージ

床版取替工事とトンネル補修工事

同時に施工する工事を『高速道路リニューアル工事』として１工事として契約
（通常は別々に発注するのに対し、「異工種工事」として契約）

複数の工種を実施できる企業の参加に加え、それぞれの工種を専門にする企業に
よる共同企業体（ＪＶ）の参加が可能

高速道路リニューアル工事の実施イメージ（工事の組合せ）
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床版取替工事とトンネル補強工事とのり面補強工事

工事の組合せはイメージであり、実際の計画とは異なります。

床版補強工事とのり面補強工事

※H３０年８月に、東北自動車道 十和田管内高速道路リニューアル工事（床版取替とトンネル補強工事）を発注（契約締結済）
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 特定更新等事業や耐震補強工事等については、一定の期間に同種の工事を集中して実施が必要
 一方、調査・設計ストックの確保や、入札契約手続きなどの工事発注業務の集中に労力
 類似工事について、工事発注に必要となる調査や設計、協議等を円滑に実施するための方策が必要

２．継続契約方式 ～方式の概要～

発注準備が整った工事を「当初発注工事」とし、設計や調査の完了後に実施する工事を
「後発工事」として契約する『継続契約方式』を制定

継続契約方式の導入により下記効果を期待
 当初発注工事におけるノウハウを後発工事に活用することによる安全面や品質面の向上
 調達手続きの効率化による受発注者双方の負担軽減や入札不調リスクの軽減

Ａ工事
　当初発注工事

Ｂ工事
　後発工事①

Ｃ工事
　後発工事②

H○○年度H○○年度H○○年度 H○○年度 H○○年度

調
達
手
続
き

随意契約判断

随意契約判断

【継続契約方式による工事イメージ】※後発工事は最大２件まで
 継続契約方式によりNEXCO東日本の特定更新等事業での『中⾧期の工事発注の平準化』を目指す

工事種別
（競争参加資格） 工事内容

土木工事 耐震補強工事、トン
ネル補強工事など

橋梁補修工事 床版取替工事など

【継続契約方式の対象】

 後発工事との合計規模がWTO基準額※以上
 当初発注工事の規模に関わらず、当初発注工事は

一般競争入札方式（WTO適用）により発注
※契約制限価格（税込み）が22 億9,000 万円 47



白 石

国 見

工事名 東北自動車道 宮城白石川橋床版取替工事

工事箇所 東北自動車道 国見IC～白石IC間

入札公告日 平成31年2月15日

本工事の概要 床版取替 約 5.5千m２（宮城白石川橋）

（ 宮城白石川橋 ）

２．継続契約方式

 後発工事の随意契約については、本工事及び既に契約締結済の後発工事
に関する成績評定の結果を踏まえ、本工事の受注者と随意契約を実施す
ると判断した場合に、本工事の受注者に対し、随意契約の締結意思確認
及び技術提案書の提出を求める。

 随意契約の締結意思がある旨の回答があった場合は、提出のあった技術
提案書の内容の審査を行ったうえで、本工事の受注者に対して後発工事
に係る見積書の提出を求め、見積合わせを行い、契約を締結するものと
する。

【後発工事の随意契約判断について】※入札公告（説明書）記載例

滝川橋

国

見

白

石

越河橋 塩川橋 斉川橋 宮城白石川橋大平橋

～継続契約方式の初弾工事として、東北道、福島管内の
床版取替工事を調達手続き中～

 後発工事は、国見IC～白石IC間の下記橋梁の床版取替工事を予定
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